
岩手県におけるＵＲの復興計画策定等の技術支援について

◆国土交通大臣の要請（Ｈ23.4.11）により、岩手県内の被災市町村に対し、復興計画の策定

機構が技術支
援する市町村

等の技術的支援を行う職員を派遣

○H23.4.13～ 【3月1日時点 35名派遣】
援する市町村

野田村

期間：4.21～

①7市町村に、2名ずつ(都市1名、住宅1名)を
基本に派遣(計15名)
※釜石市については、10/1付で2名出向

◎盛岡市

宮古市

期間：4.21～

山田町

＜技術的支援の内容＞
・被災地域の復興イメージ（土地利用

等）の策定に関する検討・助言
・復興まちづくり事業の具体化に向けた◎盛岡市

岩手震災復興
支援事務所

山田町

期間：4.13～

大槌町

期間 4 28

・復興まちづくり事業の具体化に向けた
検討 等

②盛岡市に「岩手震災復興支援事務所」を
設置し 20名を配置期間：4.28～

釜石市※

期間：4.28～

設置し、20名を配置。

＜業務内容＞
・被災地派遣職員のバックアップ
・県の復興部局（復興局 都市計画課

大船渡市
期間：4.13～5.19

10.1～

・県の復興部局（復興局、都市計画課、
建築住宅課、河川課）との情報交換

・東北地方整備局、ＪＲ東日本との
情報交換 等

陸前高田市

期間：4.28～
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宮城県におけるＵＲの復興計画策定等の技術支援について

◆国土交通大臣の要請（Ｈ23.6.15）により、宮城県内の被災市町村に対し、復興計画の策定
等の技術的支援を行う職員を派遣

○H23.7.11～ 【3月1日時点 37名派遣】機構が技術支
援する市町村

①9市町に、2名ずつ(都市1名、住宅1名)を
基本に派遣(計17名)

＜技術的支援の内容＞

援する市町村

気仙沼市

期間：7.22～

南三陸町 ＜技術的支援の内容＞
・被災地域の復興イメージ（土地利用

等）の策定に関する検討・助言
・復興まちづくり事業の具体化に向けた

検討 等

南三陸町

期間：7.22～

石巻市

期間：1.19～ 検討 等

②仙台市に「宮城・福島震災復興支援事務
所」を設置し、20名を配置。（他に兼務者2名）

期間

女川町

期間：7.22～

東松島市

＜業務内容＞
・被災地派遣職員のバックアップ
・県の復興部局（まちづくり推進室

宮城・福島震災
復興支援事務所

仙台市 ◎

東松島市

期間：7.25～

名取市

期間：7.11～
・県の復興部局（まちづくり推進室、

住宅課）との情報交換
・東北地方整備局、ＪＲ東日本との

情報交換

岩沼市

期間：7.22～

亘理町

期間 12 7期間：12.7～

山元町

期間：7.22～ 3



◆国土交通大臣の要請（Ｈ23.10.13）により、福島県内の被災市町村に対し、復興計画の

福島県におけるＵＲの復興計画策定等の技術支援について

■UR職員派遣市町村策定等の技術的支援を行う職員を派遣

機構が技術支
援する市町村

○H23.11.7～ 【3月1日時点 2名派遣】
援する市町村

新地町

期間：11.7～

・新地町に、2名(都市1名、住宅1名)を派遣
(計2名)

＜技術的支援の内容＞
福島市 ◎

＜技術的支援の内容＞
・被災地域の復興イメージ（土地利用

等）の策定に関する検討・助言
・復興まちづくり事業の具体化に向けた

検討 等検討 等
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